
東京都左官組合連合会規約
施行日 昭和 35年 12月 12日

改 正 昭和 52年 05月 12日

改 正 平成 09年 05月 13日

第 1 章 総則

（名称）

第 1 条 本会は東京都左官組合連合会 （略称・東左連）と称する。

（事務所）

第 2 条 本会の事務所は東京都新宿区揚場町 1-21 に置く。

（目的）

第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り左官工事の技術的進歩改善及び左官業の社会的、

経済的地位向上発展を期し、もって公共の福祉を増進させることを目的とする。

（事業）

第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 左官工事に関する技術及び資材の調査、研究及び指導

2. 職業能力開発促進法による訓練指導

3. 左官業の社会的使命に関する宣伝及び啓発

4. 左官業に関する建議及び請願

5. 左官業に関する情報資料及び知識の収集、交換及び提供

6. 左官業における福利厚生対策とその指導

7. その他本会の目的達成のため必要な事業



第 2 章 会員

（会員の種類）

第 5 条 本会の会員は正会員とする。

（会員の資格）

第 6 条 正会員は東京都内の左官組合及び同連合会（法人・任意を含む）によって構成す

る団体の会員であるものとする。

（賛助会員）

第 7 条 賛助会員は左官工事に使用する材料及び機器の製造業者及び販売業者並びに

これ等のものによって構成する団体であっても本会の目的に賛同するものとする。

（会員の入会）

第 8 条 本会の会員になるには入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなけれ

ばならない。

（入会金及び会費）

第 9 条 会員は総会の定めるところにより会費を納入しなければならない。

1. 納入した会費は返還しない。

（会員の脱退）

第 10 条 本会の会員は次に掲げる場合は会員の資格を失う。

1. 会員が脱退を申し出たとき

2. 第 6 条の規定する資格を喪失したとき

3. 会員である組織団体が解散したとき

4. 会員が除名されたとき

(会員の除名)

第 11 条 本会は次に掲げる場合には総会の決議により会員を除名することが出来る。

1. 会員が本会の名誉を損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき

（会員の届け出義務）

第 12 条 会員は次に掲げる事項を遅滞なく本会に届け出なければならない。

1. 第 6 条による資格に関する事項

2. その他総会で届け出事項を定めた事項



第 3 章 役員、顧問、相談役

（役員及び役員の任期）

第 13 条 本会に役員を置きその任期２ヶ年として重任は妨げない。

会長 １名

副会長 ６名

常任理事 ２６名（以内）

理事 ７０名（以内）「会長、副会長、常任理事、会計理事含む」

会計理事 ２名（以内）

監事 ３名（以内）

評議員 ４０名（以内）

第１４条 本会は必要に応じて顧問、相談役を置く。

（役員の選任）

第１５条
1. 会長、副会長、理事及び監事は総会で選挙し、常任理事及び会計は理事の互

選とする。

2. 顧問、相談役は理事会の推薦を求め総会の承認を経て会長が委嘱する。

（役員の任務）

第１６条 1. 会長は本会を代表して会務を統理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あると

きは、あらかじめ会長の定めた順序により職務を代理する。

2. 理事は理事会を組織し、その決議に随って会務を執行する。

3. 相談役、顧問は重要な業務について会長の諮問に応じ、理事会及び総会に出

席して意見を述べることができる。

4. 監事は民法第５９条に規定する職務を行う。



第４章 会議

（会議の種類）

第１７条 1. 会議を分けて定期総会、臨時総会、理事会とする。

2. 定期総会は毎会計年度経過後２ｹ月以内に開催し、臨時総会は理事会は理事

会が必要と認めたとき又は四分の一以上の会員、若しくは監事が会議の目的たる

事項を示して請求のあったときに開催する。

3. 総会は民法第 59 条第4 項の規定により監事が招集する場合を除くほか会長が

招集する。

4. 総会を招集するには書面をもってし、少なくとも 10 日前に会議の目的たる事項

並びに日時及び場所を会員に通知しなければならない。

（総会の決議）

第 18 条 総会の決議事項はこの規約に定めるもののほか、総会においては次の事項を決

議する。

1. 規約の変更

2. 予算及び決算の承認

3. 事業計画の決定

4. 会費の基礎の決定

5. 会員の除名

6. 解散

7. その他理事会において総会に付議する必要と認めた事項

（総会の定足数及び決議）

第 19 条 1. 総会は正会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2. 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決す

るところによる。

但し、前条第 1 項第 1 号、第 5 条及び第 6 号に掲げる事項については出席正会員

の三分の二以上をもって決する

（決議権）

第 20 条 1. 会員の決議権は一正会員につき一個とする。

2. 正会員は他の出席正会員に決議権の行使を委任することができる。

3. 前項の委任は出席とみなす。

4. 正会員は各地区組織団体の代表者を云う。



（総会の議事録）

第 21 条 総会の議事録は議長は少なくとも次の事項を記載して作成し議長及び出席整会員

の 2 名以上がこれに署名しなければならない。

1. 開会の日時及び場所

2. 正会員の総数

3. 出席正会員の数及び委任状の数

4. 議事の経過要領

（理事会の招集決議事項）

第 22 条 理事会は会長が招集する。

1. 理事会は過半数の出席がなければ会議を開くことは出来ない。

2. 各理事会の議事は出席理事の過半数で決し可否同数のときは議長の決すると

ころによる。

（理事会の決議事項）

第 23 条 この規約に別に定める外、理事会においては次の事項を決議する。

1. 事業の執行に関する事項

2. 資産の管理に関する事項

3. 総会に付議すべき事項

4. 総会の決議により委任された事項

5. その他会務運営上必要な事項

（議事録作成）

第 24 条 理事会の議長は第 18 条の規約に準じて議事録を作成しなければならない。

第 5 章 支部及び委員会

（支部及び委員会）

第 25 条 本会は第 4 条の事業を行うため理事会において必要と認めた場合は委員会を設

けることが出来る。



第 6 章 会計

（資産の構成）

第 26 条 本会の資産は次に掲げるものにより構成される。

1. 会費

2. 寄附金品

3. 事業に伴う収入

4. その他の収入

（経費の支弁）

第 27 条 本会の経費は資産をもって支弁とする。

（資産の管理）

第 28 条 本会の資産は理事会の定めたところに従って会長が管理する。

（会計年度）

第 29 条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

（予算の作成）

第 30 条 1. 会長は会計年度開始前に事業計画書及び収支予算を作成し理事会の決議を

経なければならない。

2. 会長は会計年度終了後 2 ｹ月以内に次の書類を作成して幹事の監査を受けた

上総会に提出して、その承認を求めなければならない。

（1）財産目録

（2）貸借対照表

（3）収支決算書

（4）剰余金又は損失金の処分案

（5）事業報告

第 7 章 事務局

（事務局職員）

第 31 条 本会に事務を処理するため、本会に事務局を設け事務局長 1 名ほか所要職員を

おくことができる。

1. 職員は会長の命を受け業務に従事する。



第 8 章 雑則

第 32 条 会長は理事会の議を経て、会務の執行に関し必要な細則を定めることができる。

（附則・最初の会計年度）

第 33 条 本会の会計年度は規約第 26条にかかわらず、本会設立の日に始まり、昭和 36 年

3 月 31 日に終わる。

（最初の役員選任）

第 34 条 本会設立当初の役員は次の通りとする。その任期は第 13 条の規約にかかわらず

昭和 36 年定期総会終了の日までとする。

総会における議決権拡大行使に関する規定

第 1 条 本会は総会の議決権の行使を公平ならしむるため規約第 22 条に基づき評議員規

定を設置する。

第 2 条 評議員の数は組織団体の構成団体の人員に応じて総会で決める。

第 3 条
選出は各組合毎に前条規定人員に基づき選挙し本会に推薦するものを以って当て

る。

第 4 条 評議員の任命は本会規約第 13 条を準用する。

第 5 条 規定に定めるの外本会規約を準用する。

表彰規定

第 1 条 本会は起因にして、左官工事の発展向上に尽力し業務に精励し衆の模範たる可き

ものに対し本規定に基づき表彰を行うことを得。

第 2 条 表彰は功績表彰・技能功労表彰・勤続表彰並びに感謝状途する。

第 3 条 功績表彰は左官工事の発展向上に尽力し公衆の利益に寄与するの外、組織内に

あって積極的に助力し功労顕著なるものに次の場合を考慮し表彰を行う。

第 4 条 技能功労表彰は本会会員にして左官の資材及び技術に関し研究発明又は作業改

善能率向上に尽力し、業界又は公益に寄与して功労顕著なものを表彰する。

第 5 条 勤続表彰は会員に所属する技能工にして誠実精勤し、15 年以上勤務し、その功労

顕著にして他の模範たるものを表彰する。



第 6 条 会員または会員以外のものにして本会の事業に賛同し、金品又は斯界の事業に

寄与せられた功労者に感謝状を贈呈する。

第 7 条 表彰の手続きは組織内組合長これに当たり、組織内の総意を得て会長に申請する

ものとする。

第 8 条 会長は各組合長より申請ありたる場合は副会長・各組合長の役員会に審査を求め

公平に費表彰者を決定し、東左連会長名を以って表彰を行うものとする。

慶弔規定

第 1 条 本会は、会員相互の互助精神を目的として、本規定により慶祝及び弔慰の事業を行

うものとする。

第 2 条 慶祝、弔慰は、本会の理事とする。特別な事項に関しては、正副会長協議のうえ定

める。

第 3 条 慶祝及び弔慰及び見舞いの額は次の分類に隋って行うものとする。

1. 慶弔の額

①理事の叙勲等の祝い 10,000 円

2. 弔慰及び見舞金

①理事の死亡（弔慰金及び花輪 1 基） 20,000 円

②理事が疾病のため 1 ケ月以上病床に在るとき 10,000 円

③特別の事項は地区組合長の意見を徴し、正副会長協議の上定める。

第 4 条 会員中、慶祝及び弔慰及び見舞いの事案が生じた場合は、所属地区組合長に届け

で、組合長は電話又は書面により本部に通報し、本部は会長承認のうえ速やかに

書面により書く地区組合長に通知する。

第 5 条 慶祝の場合、本会は代表者を派遣祝意を表し、弔慰の場合は業務に支障のない限

り、会員又は代表者は参列し弔慰を表するものとする。

平成 9 年 5 月 13 日施行


